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日程第２　議案第８号　工事請負契約の変更について（令和元年度　日南町
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日程第３　議案第10号　公の施設に係る指定管理者の指定について（ふるさと日南邑及び
日南町緑地等利用施設緑の館）
日程第４　議案第11号　公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町介護福祉セン
ターあかねの郷及び日南町認知症高齢者グループホームあさひの郷）
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日程第８　議案第27号　令和元年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
日程第９　議案第28号　令和元年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
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日程第17　議案第36号　令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計予算
日程第18　議案第37号　令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算
日程第19　議案第38号　令和２年度日南町簡易水道事業会計予算
日程第20　議案第39号　令和２年度日南町下水道事業会計予算
日程第21　議案第40号　令和２年度日南町病院事業会計予算
日程第22　令和２年請願第１号　所得税法第56条の廃止を求める請願書
日程第23　令和２年陳情第１号　日南町木材団地の水源確保整備に関する要望書
日程第24　令和２年陳情第２号　日本政府は中東沖への自衛隊派遣をすみやかに撤回する
よう求める意見書採択についての陳情書
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　出席議員（10名）
　　　　　　１番　大　西　　　保君　　　　　　２番　古　都　勝　人君
　　　　　　３番　岡　本　健　三君　　　　　　４番　荒　木　　　博君
　　　　　　５番　櫃　田　洋　一君　　　　　　６番　岩　﨑　昭　男君
　　　　　　７番　近　藤　仁　志君　　　　　　８番　久　代　安　敏君
　　　　　　９番　坪　倉　勝　幸君　　　　　　10番　山　本　芳　昭君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠席議員（なし）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠　　員（なし）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　花　倉　幸　江君　　書記　───────　花　倉　順　也君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　中　村　英　明君　　副町長　──────　丸　山　　　悟君
教育長　──────　伊　田　典　穂君　　総務課長　─────　木　下　順　久君
企画課長　─────　實　延　太　郎君　　教育次長　─────　村　上　伴　樹君
住民課長　─────　淺　田　雅　史君　　病院事業管理者　──　中　曽　森　政君
農林課長　─────　坂　本　文　彦君　　病院事務部長　───　福　家　寿　樹君
建設課長　─────　財　原　　　積君　　福祉保健課長　───　渡　邊　輝　紀君
保育園長　─────　段　塚　直　哉君　　会計管理者　────　長　崎　み　よ君
農業委員会会長　──　梅　林　　　操君　　農業委員会事務局長　　松　本　道　博君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時００分開議
○議長（山本　芳昭君）おはようございます。
　ただいまの出席は１０名であります。定足数に達していますので、令和２年第２回日南
町議会定例会を再開いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）執行部から発言が求められていますので、これを許します。
　伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）おはようございます。
　新型コロナウイルスに対する対応につきまして、少し私のほうから御説明をさせていた
だこうというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
　町民の皆さんには新型コロナの感染に対する不安や非常に急な対応を迫られるという状
況にありまして、大変な御心配や御不安を抱えていらっしゃるというふうに思っておりま
す。
　町内でも、感染の拡大等々にかかわって、行事でありますとかイベントの中止が叫ばれ
る中、去る２月２７日木曜日でしたけれども、夕方、政府のほうから、安倍首相のほうか
ら臨時休業、全部の公立の小学校、中学校、高校、そして特別支援学校の臨時休校が発せ
られました。それを受けまして、要請ということでありますが、学校の臨時休業にかかわ
っては、学校保健安全法の第２０条に、学校の設置者が感染症の防止の必要があるとき
に、臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめることができるという法令に基づい
て、各自治体の設置者が判断をするというような決まりになっております。
　それに基づきまして、２７日夕から２８日にかけまして、執行部や、それから教育委員



会等々を臨時に開かせていただきながら、この対応について協議をしてまいりました。特
に２８日には、まだ県の方針、文部科学省の方針も出ておりませんでしたので、自治体が
先にということにはならず、まずは県の方針を受けてから町の対応について決定をすると
いうようなスタンスで県の指示を待ったところでした。
　午前中に県のほうの会議が開かれまして、３点の指示がございました。１つは、３月の
２日から３月２４日まで公立の小、中、高校、特別支援学校について臨時休校とするとい
うこと、それからそれにつきましては、３月の２日から４日までの間、居場所としての準
備期間ということで、３日間登校させることができるというようなこともございました。
２点目には、高校入試、あす、あさってが計画をされておりますけれども、これについて
は予定どおり実施をするということ。それから３点目に、卒業式については、簡素化して
実施をするというような対応がございました。
　特に、このことにつきまして留意点が４点示されておりました。家庭の学習について
は、プリントやＩＣＴを通して工夫していただきたいということ。２点目に、家庭での留
意事項については県がパンフレットを配付をするということ。それから、日数等々を配慮
して子供たちの安全確認、状況を確認するための登校日を設定することができるというこ
と。そして４つ目については、子供たちの受け皿である居場所の確保ということで、放課
後児童クラブについては、特に学校開放等々をするなど学校の教職員の協力を要請をする
というような留意点がございました。
　それを受けまして、日南町の教育委員会としまして協議をしました結果、３月の２日か
ら春休みまで政府の要請に従い、県の要請に従って、臨時休校の措置を決めることになり
ました。そして、感染の防止、拡大を防ぐという目的を踏まえ、児童生徒の健康や安全を
第一に対応するという方針を出させていただいておりました。
　２８日しか学校に登校する日はありませんでしたので、本当に学校現場は非常に大忙し
で、春休み中への休校中のプリントの作成でありますとか、子供たちの春休み中の対応で
ありますとか、そういったものを本当に精力的に１日で取り組んでいただいたというふう
に思っております。特に保護者に対する対応については非常に急なことでありましたの
で、文書を発送しお願いをするというような形で防災無線やケーブル等を通して関係機関
や町民に対しての啓発をさせていただいたところではありますが、この間の経過について
は十分な説明ができてないというふうに思っております。本日の場をおかりをして状況に
ついて説明をさせていただこうと思っております。
　特に、きのうから放課後児童クラブについては開設をさせていただいておりまして、御
協力をいただきました。子供たちは登録者が６３名ということで、初日はどういう人数に
なるのかと非常に心配をしましたけれども、大体１５人程度で推移をしておりまして、本
日は十二、三名の参加だというふうに聞いております。特に、おじいちゃんやおばあちゃ
んのいらっしゃる家庭はそういったところで見ていただいていたり、それから家庭の皆さ
んの協力の中で、多くの子供たちの居場所を家庭に確保していただいているということの
状況がかいま見られて、本当にこれは感謝をするところであります。
　今後、子供たちの健康の安全を第一義に推移を見守るとともに、子供たちのやはり学習
についてどういう手だてができるのかということを、家庭訪問や電話連絡等々をさせてい
ただきながら、子供たちの様子を確認をしたりできる対応をとらせていただこうというふ
うに思っております。
　日南町、ＩＣＴの環境の整備が整っておりますが、さまざまないろんな家庭環境の中
で、そういった機器が使えない家庭もおありだというふうに思っております。そういった
ところで、いろんな想定をしながら教育機器が使える環境づくりについても今後考えたい
というふうに思っておりますし、そのあたりの御家庭の御苦労等々あれば、また御意見を
いただきながら対応させていただこうと思っておりますので、どうぞ御理解をいただきま
すようよろしくお願いいたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）この件につきましては特に町民の皆様の関心も多いと思います。
　質問があれば特にこれを許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）今、教育長からお話がありましたが、学校保健安全法によ
ると、設置者がいわゆる休業ができると、学校休業ができると、感染症の場合ですね。設
置者は町長だと思いますが、まず最初に確認をしておきます。
○議長（山本　芳昭君）久代議員、現在の状況についての報告を受けとるわけでして、法
的な話は少し遠慮していただきたいと思いますが。
○議員（８番　久代　安敏君）いやいや、ちょっとそれで一番気になるのは、中学校のほ
うが先ですけど卒業式、それと小学校の卒業式。先ほどお話があったのには登校日を設け
ることができるというふうなお話もあったわけだけども、とりあえず卒業式をどのように



行われるかということと、小学生の人数も、中学生は特に少ないわけだけども、式をする
のに。あの体育館のスペースなら十分１人当たりの濃厚接触、１メートルは最低あけなさ
いというふうなことが出とるようですけども、あのスペースなら式が在校生も含めてでき
るのじゃないかなというふうにも思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）卒業式の対応漏らしておりました。学校と関係機関と連絡をと
りながら、次のように決定をしております。学校の教職員とそれから卒業生、保護者、そ
して告辞という形で教育委員会として教育長が参加をするというような形で在校生、それ
からちょっと来賓の皆様につきましては参加をお断りをするというような形で対応をさせ
ていただこうと思っております。
　先ほどの話ではありますが、日南町は５台のスクールバスで登校するというようなこと
がございます。非常にやっぱりバスという密閉された状況の中で感染が広がるというよう
な、そういったおそれもあるということで、非常に在校生についての参加について、やは
り難しいであろうというようなこと、場所については体育館で広くスペースをとりながら
感染をできない方向で学校としても工夫をするというようなことを話をしております。短
い時間の中で、そうはいっても一人一人に卒業証書を渡すということで保護者と教職員と
それぞれの卒業生とともにお祝いをするというような、そういった形で考えておりますの
で御了解をいただければというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）中間の今では春休みまで小・中学生とも休業で、それで、
ということは４月になって新学期が始まるわけだけども、その間の登校日を何か検討され
てはいられませんか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）全校一斉の登校日というのは、先ほどのバスで登校をせざるを
得ない状況がありますので、非常に難しいであろうという感覚を持っております。例えば
学年ごとに日にちを変えるであるとか、いろんな方法を考えていかないと、全校が一度に
同じ時間帯ということになると、バスも来る時間をずらしても結局帰りの時間は同じバス
で帰らなければならないという現状がありますので、そのあたり子供たちの状況と感染防
止のためには、一律で１日みんなでというような登校日のあり方はふさわしくないという
ふうに思っております。そこについての登校日のあり方は、今々検討しておるところであ
りますので、そんな中で学習保障というところのあり方は今後検討したいというふうに思
っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）最近マスコミなどで一番懸念されておるのが、先生、教職
員であったり親御さんであったり子供さんにも一部ありますけど、学習のおくれというの
が大変皆さん心配されてるようですけど、こういった学習のしおりとかを、俗に言う宿題
ですね、そういったのの対応とか学習のおくれを最小限にとどめるような手だては計画さ
れておられますか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）いろんな復習プリントでありますとか、そういったことについ
ては準備をしておりますが、この１カ月間の未履修になっている教科や内容もあるのは事
実であります。それにつきまして個々に今年度のうちに取り組むということは多分不可能
であろうというふうに思っておりますので、残っているものが何かということをしっかり
と今年度のうちに調査をかけておきまして、それを来年度の新しい学年になったときにそ
こからスタートをするというようなところで対応しようというふうに相談をしておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）急な対応だったんですけども、保護者のほうから教育委員
会、学校に対して意見、要望っていうのはこれまで出ていないのでしょうかということ
と、もう一つは家庭におる子供たちに対して、先生が家庭訪問とか電話ということだった
んですが、それは具体的にどういう形をされるのかということについてです。電話等で毎
日とはいかないのかもしれませんけども、やっぱり子供たちと直接担任の先生がお話をさ
れるとか声を聞くとか、そういったところまで対応されたほうがいいのかなとは思ってお
りますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）ありがたいことに苦情であるとか、こんなふうに対応してほし
いっていうような保護者からの御意見は伺っておりません。ただ、学校のほうにそういっ
たことの相談があれば、すぐに報告してほしいというふうには話をしております。



　家庭訪問につきましては、小学校についてはきのうときょう、校区を分けましてそれぞ
れ家庭に訪問するという計画を立てております。中学校のほうはあす、あさって３年生の
入試ということもありますので、そのあたりの個別の指導でありますとか、そういったこ
とは丁寧に連絡をしているというふうに聞いております。十分にできないこともあります
けれども、何とか少ない人数でもありますので、個別に家庭に出向いたり電話連絡をした
りまちｃｏｍｉメール等々を使いながら、学校の状況については発信をするというふうに
確認をしております。
○議長（山本　芳昭君）以上で報告についての質問を終わります。
　そうしますと、昨日、資料を求められたものを机の上に置いてありますので、御確認く
ださい。よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　議案第７号
○議長（山本　芳昭君）そうしますと、タブレットの令和２年第２回定例会フォルダーの
議案書ファイル６ページをお開きください。
　日程第１、議案第７号、工事請負契約の変更について（日南町デジタル防災行政無線（
同報系・移動系）整備工事）を議題とし、前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１、議案第７号、工事請負契約の変更について（日南町デジタル防災行政無線（
同報系・移動系）整備工事）の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　議案第８号
○議長（山本　芳昭君）タブレット７ページ、日程第２、議案第８号、工事請負契約の変
更について（令和元年度　日南町ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ光化工事（第１期））を議題とし、
前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第２、議案第８号、工事請負契約の変更について（令和元年度　日南町
ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ光化工事（第１期））の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　議案第１０号
○議長（山本　芳昭君）タブレット３４ページをお開きください。日程第３、議案第１０
号、公の施設に係る指定管理者の指定について（ふるさと日南邑及び日南町緑地等利用施
設緑の館）を議題とし、前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第３、議案第１０号、公の施設に係る指定管理者の指定について（ふるさと日南邑
及び日南町緑地等利用施設緑の館）の討論を許します。



　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第１０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第４　議案第１１号
○議長（山本　芳昭君）タブレット６１ページをお開きください。日程第４、議案第１１
号、公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町介護福祉センターあかねの郷及び
日南町認知症高齢者グループホームあさひの郷）を議題とし、前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第４、議案第１１号、公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町介護福祉
センターあかねの郷及び日南町認知症高齢者グループホームあさひの郷）の討論を許しま
す。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第１１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第５　議案第２４号　から　日程第１２　議案第３１号
○議長（山本　芳昭君）タブレットの令和元年度補正予算ファイルをお開きください。
　日程第５、議案第２４号、令和元年度日南町一般会計補正予算（第７号）、日程第６、
議案第２５号、令和元年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、日程第７、
議案第２６号、令和元年度日南町介護保険特別会計補正予算（第３号）、日程第８、議案
第２７号、令和元年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）、日程第９、
議案第２８号、令和元年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）、日程第
１０、議案第２９号、令和元年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）、日程第
１１、議案第３０号、令和元年度日南町下水道事業会計補正予算（第３号）、日程第
１２、議案第３１号、令和元年度日南町病院事業会計補正予算（第３号）、以上、令和元
年度補正予算関係８議案を一括議題とし、前回の議事を継続いたします。
　各案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあれば一括してこれを許します。
　なお、質疑の際には議案番号をお示しの上、質疑願います。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）２４号、一般会計補正予算でありますけども、町史編さん
のことについて、昨日も質疑をいたしましたが、その中で、３０年度の１，２００万の債
務負担行為について、若干私の勘違いがありました。訂正をさせていただきたいと思いま
すけども、３０年度の債務負担行為で、１，２００万は平成３１度の当初予算で
１，２００万円が予算化されとるということからすれば、そこで債務負担行為は達成され
たというふうに理解をいたしますが、それでよろしいんでしょうかということです。
　それともう一つは、千三百何十万かの繰り越しがなされておりますけども、これの繰越
額の扱いっていいましょうか、中身について少し説明をいただきたいと思います。今現
在、前年度からの繰り越しも含めて予算現額は２，６２２万円あると思いますが、その中
で、既に支出負担行為をされております昨年８月に契約されたものを除けば、残りが六百
数十万円あるわけですけども、これの使途について説明をいただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御質問の１点目でございます。議員御発言のとおり、平成
３０年度に債務負担行為をいただきました１，２００万円につきましては、それを根拠に
平成３１年度当初予算にて予算化をさせていただいております。その予算を根拠に再度今
回繰り越しをお願いするものでございますので、手続としては正当であるというふうに考
えております。よろしくお願いします。



○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）失礼します。繰り越しをさせていただきました１，３２６万
のまず内訳ですけれども、今年度当初予算で上げさせていただきました１，２００万と、
それから町史の全国発送の委託料が５６万７，０００円、それから町内の配本委託料が
６９万３，０００円で、合計をしますと１，３２６万になります。
　あと、当初契約を１，９３２万７，６８０円で行いまして、今年度出来高払いというこ
とで、そのうちの１，２９６万円をお支払いをし、残りの６３６万７，６８０円、この部
分と、それから行政編のほうですけれども、ページ等がふえて、当初の計画よりもふえて
おりますので、その増ページ分の支払いが大体、今現在２２３万弱ぐらいになるのではな
いかなというふうに考えておりますので、この両方を合わせたものを１，２００万の予算
のほうから支払いをさせていただこうというふうに考えてはおります。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）増ページ分が２２０万円程度ということになりますと、契
約金額は２，２００万ぐらいということになるわけですけども、まずそうしまして、そう
いうことになってでも１，３２６万、あと発送経費１２６万を差し引いてもかなりの余裕
といいましょうか、余りの額が出ると思いますけども、これについてそこを契約は契約で
上乗せ契約はされると思いますけども、それ以外の金額について繰り越される理由が定か
ではないような気もしますが、どうでしょう。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）議員言われるところはごもっとものところがあろうかと思い
ますが、当課としましては、やはり先ほども増ページというふうに言わせていただきまし
たけれども、まだそのあたり等もきちっとはっきりしたものが最終的にはまだ出てきてい
ないところもありまして、この１，２００万の部分と、あと発送の１，２６０万の部分で
多少余裕的なところも加味しながら予算のほうは組み立てをしておりますので、残がかな
り残る可能性はありますが、そのように御理解していただけたらというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）あと１点は建設課ですけども、１４８ページの林道新設改
良で、交付額の決定などにより財源調整したということなんですが、起債が１，９００万
減っておりますし、国県支出金も２４７万少なくなって、逆に一般財源が１，１００万ふ
えておりますけども、この経緯について説明をいただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）林道新設改良事業の中には、町事業の内方林道の事業、それ
と船通山線の落石対策の事業等が、あと県営の窓山の負担金ということで、３つの事業が
組まれております。年度当初につきまして、それぞれ補助金の交付予定率、それと起債の
採択に向けて財源を受けております。最終的に今補正としましては、当初に計上しました
ものを精算時に組み直して振りかえております。結果的に国からの補助金が２４７万
３，０００円の減と先ほど示されました金額、過疎債等の減額、そういったものが一般財
源のほうに振りかえというところです。明細につきましては、ちょっとまた詳細のことは
別途になりますが、基本的に年度当初に従来の補助金、それと事業予定、そうしたものの
中でとれる国の補助金、それと起債、特に過疎債を充てたものを最終年度に精算いたしま
す。そうした形で増減が生じたというところとなっております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）実態にはそういうことなんでしょうけど、実際問題、町費
の負担が大きくふえるということになるわけですよね。事業費全体は約１，０００万減っ
ておりますけども、１，９００万円が過疎債で充当できたものが一般財源を使うというこ
とになったんですけども、その辺の町費負担がふえるということについて対応っていうの
はなかったからこうなってるんでしょうけど、対応っていうのはなかったわけでしょう
か。
○議長（山本　芳昭君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）この林道新設改良事業の総額におきましては１，０１５万円
の減額となっております。ですので、起債事業で１，９４０万円減額をしておりますの
で、その差額部分とするものが一般財源に上がってくるという形になっております。基本
的には補助事業、それなり起債事業につきまして、それに適債事業として採択できるもの
を財源として十分に取り込んで、なおかつそれに見れないもの等は一般財源の対応という
形にしておりますので、そうした事業の財源確保に努めてるということで御理解いただけ
ればと思います。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）済みません。企画課の１３２ページの企業支援対策事業で



すけど、社員住宅整備補助金というのが実績に基づいて減額することになっとりますが、
３１年度、元年度初めてこれ予算計上された項目でありましたけど、これ何社利用された
でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。当初予算におきまして１００万円の２件を
計上させてお認めいただいたわけでございますが、このたび同額を減額させていただくも
のでございます。経過としまして、いろいろと当初においても町内の状況の中で予算化さ
せていただいたわけでございますが、結果として執行に至らなかったという点において
は、今後はまた当初予算においても可能性も含めて上程の中に計画させていただいており
ますが、今年度については十分な成果に至らなかったというところでございます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）これ、新しいことをチャレンジされることは結構ですけ
ど、これに対して問い合わせとか、また役場のほうから活用についての働きかけなどはや
られましたわけですか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員お尋ねのところで、各可能性といいま
すか、相談を受けた企業さんもございますし、こちらから各関係機関とも連携をして、い
ろいろとアプローチをかけさせていただきましたが、このような結果になったというとこ
ろでございます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）続きまして、農林課のほうの多面的機能支払いのほう、ち
ょっと一つお伺いしますけど、事務支援システムの導入の時間を要して減額されているわ
けですけど、これどういう、なぜこういう導入に時間を要したのかということ、つまり、
これ多面的機能支払いの事務が大変難しいということで、たってこれをシステムを導入し
て対応しようということですけど、実際には８カ月分が要するに減額になってるような計
算になるわけなんですね、１年間でいったら。それがなぜ早く対応できなかったのか、シ
ステムが導入できなかったという点をお伺いします。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）多面的機能支払いのほうで導入予定でした事務支援システム
です。１０月に契約のほうをして、実際最終的に稼働というのは１２月に入ってからとい
うものになりました。おくれた理由としましては、まずシステムのほうの導入先のほうの
選定というところと、それと若干事務のほうが担当のほうでおくれてしまい、私たち管理
職のほうもサポートすることが後手後手に回ってしまいまして、導入のほうがおくれてし
まいました。中山間のシステムと共通のものであり、今後活用して町民の方々に事務の軽
減のほうになるようにというふうには思っておりますので、おくれたのは担当と私たち課
の連携の中で、なかなかサポートができなかったというところでおくれてしまったという
ところがあります。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代議員、よろしいですか。ボタンが、発言要求が出てま
すけど、大丈夫ですか。
○議員（８番　久代　安敏君）いやいや、関連のある質問を続けてしてもらって。
○議長（山本　芳昭君）ああ、そうですか。
　７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）済みません。やはり特に言われるのが、こういった事務の
おくれというかな、こういった対策、要するに当初の目的は、この多面的機能支払いの事
務の遂行をより早く町民の負担なくすることで予算を自分たちも認めてきたわけでありま
すので、やはりそういった面では真摯に趣旨を理解して取り組んでいただきたいと思いま
す。
　それと関連ではありませんけど、同じページですけど、農地中間管理事業のほうですけ
ど、地域協力金、経営協力金、耕作者協力金、３つあるわけですけど、その減額が
２，２５９万となっております。これの内訳について、各項目の内訳についてお示し願い
たいと思います。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）農地中間管理事業につきましてです。当初予算で２，６００
万という予算を見込んでおりました。こちらの事業につきましては大半が国庫の補助金の
事業ではあります。ですが、執行としましては、最終的に今のところ、今回予算のほうを
落としまして執行金額は非常に少なかったというものになっております。負担金補助及び
交付金ということで補助金の支出となるんですけども、まず地域集積協力金が当初予算で
５３７万円を組んでおりました。実績としてはこちらのほうは対象となる地域が今年度は



ございませんでした。
　経営転換協力金につきましては、こちらも制度としまして０．５ヘクタール以下のもの
と０．５ヘクタールから２ヘクタール以下のものということで、単価が違うんですけど
も、そちらのほう２つで当初予算のほうは１，７７０万円のところでした。実際の実績と
しましては、１４６アールということで２１万９，０００円の実績というふうになってお
ります。
　それと、耕作者集積協力金につきましては、制度改正によりまして平成３１年度４月の
改正だったんですけども、廃止ということになりまして、当初予算で６３万９，０００円
というのを上げておりましたけども、そちらのほうは制度がなくなってしまったためにゼ
ロというふうになっております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）当初、地域集積協力金という形で２地区が上げて、取り組
むように予定されておられましたけど、これのほうのやめられたという原因は把握されて
おられる、なぜできなかったかということの原因について把握されておられますか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）こちらのところにつきましては、２地区というところで、ど
っかの農事組合っていうのを指定していたわけではないんですけども、現在、人・農地プ
ランという格好で、各地域やもう少しちっちゃい範囲でもっていうところで、担い手の農
地の流動化というところで話をしております。ですがその中で、話は各校区、地区でやっ
てはいるんですけども、この事業としまして平成２６年から始まっておりまして、実のと
ころ２７年度には非常に大きな予算で執行していたんですけども、近年は１００万だった
り、３００万だったりというところです。圃場整備等の大きな動きがあったりする中で予
算が動くということはあったんですけども、現在、各地域ごとに集積率を地道に上げてい
くという作業の中で、なかなか補助要件に当たるほど集積が新たに進まなかったというこ
とがありまして、今回は２地区ということで予算は多額なものを要求しておりましたけど
も、そこのところまで実績を上げることができなかったという実績でございます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）予算説明書では２地区というのが中石見、矢戸という地区
名を上げて予算計上されておられますけど、その点についてちょっと今お伺いしたわけで
すけど、その地域に対しての原因とか、そういった話し合いをなされたかどげなかという
のをちょっとお伺いしておきます。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）済みません。私の説明が悪くて申しわけありませんでした。
２地区指定してありましたけども、既に今言われた地区につきましては、集落営農という
形や、そこに担い手がおられたりということで、ある程度農地のほうは流動化しておりま
す。今回若干制度が変わった関係もありまして、以前は残っていた農地についての集積率
という考え方から、今また新たなものとして今は集積・集約化タイプということで、集積
率がもともと高い場合にはさらに高くしていかないと補助対象にならないという中で、集
落営農のスタイルをとっているとなかなか地区外のものを入れてもその対象にならないと
いうところもございまして、実のところ指定はして、話し合いのほうにも参加させていた
だきましたけども、実績が上がらなかったという現状でございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）先ほど同僚議員のほうから企画課の、１３２ページです
が、再度確認しますが、減額補正でこれ２件の５０万ですか、５０万で１００万円です
か。再確認です。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。お尋ねの件でございますが、１００万円の
２件でございます。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）日南病院の会計についてお聞きします。再任用制度の運用
に関する弁護士……（発言する者あり）何だ。（「全会計でしょ」と呼ぶ者あり）全会計
でしょ。（発言する者あり）全会計だいって議長言われましたけども、どうですか。議案
で出ておりますから、補正で。
○議長（山本　芳昭君）いいです。はい、どうぞ。
○議員（８番　久代　安敏君）私がお聞きしたいのは、令和２年２月末日をもって文書回
答してほしいということを定年になられる方から、Ａ氏から文書回答をしてほしいという
ことがあったわけだけども、どのように回答されたのかということと、補正予算に上げて
おられますけども、和解をとかいうことについては何か検討されておられますでしょう



か。
○議長（山本　芳昭君）少し暫時休憩をしたいと思います。休憩をさせてください。
　　　　　　　　　　　　　午前　９時４８分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時００分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）病院事業会計の債務負担行為、それで再任用制度の運用に
関する弁護士費用で、令和元年度から裁判の終結する日の属する年度一式、限度額はこれ
から裁判ということなんで一式ということになるかと思いますけども、今、事業管理者が
想定されている現在の流れについて、裁判の終結する日の属する年度とは、どのぐらいの
日時を要するのかということも含めて教えてください。
○議長（山本　芳昭君）中曽病院事業管理者。
○病院事業管理者（中曽　森政君）想定している流れ、終結する年度ということだったと
思いますが、まだ裁判になっておりませんので、先方の考え方によります。したがって、
今時点では明確にお答えすることはできません。
○議員（８番　久代　安敏君）わかりました。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。
○議員（８番　久代　安敏君）はい。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。ないようでしたらここで。今どこまでい
ったっけ。質疑を終結のとこ。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は議案ごとに行います。
　日程第５、議案第２４号、令和元年度日南町一般会計補正予算（第７号）の討論を許し
ます。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第６、議案第２５号、令和元年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第７、議案第２６号、令和元年度日南町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討
論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第８、議案第２７号、令和元年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２
号）の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。



　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第９、議案第２８号、令和元年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
号）の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第１０、議案第２９号、令和元年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）の
討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第２９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第１１、議案第３０号、令和元年度日南町下水道事業会計補正予算（第３号）の討
論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第３０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第１２、議案第３１号、令和元年度日南町病院事業会計補正予算（第３号）の討論
を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第３１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）議案第２４号、令和元年度日南町一般会計補正予算（第７
号）に対する附帯決議の動議を提出いたします。（「賛成」と呼ぶ者あり）
○議長（山本　芳昭君）賛成者がありますので、この動議は成立いたしました。
　ここでしばらく休憩といたします。
　再開は、１０時２５分からといたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時０９分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時２５分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き会議を再開します。
　　　　─────────────・───・─────────────
　追加日程第１　発議第１号
○議長（山本　芳昭君）お諮りいたします。ただいま古都勝人議員から、議案第２４号、
令和元年度日南町一般会計補正予算（第７号）に対する附帯決議の動議の提出がありまし
た。ほかに８人の賛成者がありますので、これを日程に追加し、直ちに議題とすることに
御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、この動議を日程に追加し、追加
日程として直ちに議題といたします。



　追加日程第１、発議第１号、議案第２４号令和元年度日南町一般会計補正予算（第７
号）に対する付帯決議を議題といたします。
　本案につき、提案者から趣旨説明を求めます。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）議案第２４号令和元年度日南町一般会計補正予算（第７
号）に対する付帯決議。
　議案第２４号令和元年度日南町一般会計補正予算（第７号）に対して、次の意見を付す
ものとする。
　本補正予算のうち、債務負担行為補正にある「日南町グループウェア更改業務」の入札
を改めて行うこと。以上、決議する。
　令和２年３月４日。日南町議会。
　これをもって趣旨説明といたします。
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　追加日程第１、発議第１号、議案第２４号令和元年度日南町一般会計補正予算（第７
号）に対する付帯決議の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　発議第１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１３　議案第３２号　から　日程第２１　議案第４０号
○議長（山本　芳昭君）タブレットの令和２年度予算説明附属資料ファイルをお開きくだ
さい。
　日程第１３、議案第３２号、令和２年度日南町一般会計予算、日程第１４、議案第３３
号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計予算、日程第１５、議案第３４号、令和２年
度日南町介護保険特別会計予算、日程第１６、議案第３５号、令和２年度日南町介護サー
ビス事業特別会計予算、日程第１７、議案第３６号、令和２年度日南町後期高齢者医療特
別会計予算、日程第１８、議案第３７号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業
特別会計予算、日程第１９、議案第３８号、令和２年度日南町簡易水道事業会計予算、日
程第２０、議案第３９号、令和２年度日南町下水道事業会計予算、日程第２１、議案第
４０号、令和２年度日南町病院事業会計予算、以上、令和２年度予算関係９議案を一括議
題とします。
　各案に対する提案説明は前回行いましたが、追加説明があれば、これを許します。
　これより各案に対する質疑を許します。
　質疑は、議案番号順に行います。
　まず、議案第３２号、令和２年度日南町一般会計予算について質疑を行いますが、まず
初めに令和２年度予算書について歳入、債務負担行為、地方債について質疑を許します。
いいですか。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）基金についてはどのような進め方をされますでしょうか。
質疑。（「最後でいいです」と呼ぶ者あり）最後でもいいです。
○議長（山本　芳昭君）そう、最後で。はい。基金については、最後でお願いします。
　ないようでしたら、次に、各課ごとに質疑を許します。
　初めに、議会事務局について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、出納室について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、総務課について質疑を許します。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）総務課というか、全体の職員の方のことについてお聞きし
たいんですけれども、よろしいでしょうか。ですので、資料としては、令和２年度予算参
考資料の１２ページですか、こちらをごらんいただいたほうがわかりやすいと思うんです



が、よろしいでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）紙の１２ページか。
○議員（３番　岡本　健三君）はい、１２ページ。
○議長（山本　芳昭君）タブレットじゃなしに。
○議員（３番　岡本　健三君）１２ページ、令和２年度当初予算給与費等一覧というもの
ですね。こちらで職員の方の数も書いてあるので、わかりやすいと思いますけど。
○議長（山本　芳昭君）どうぞ。
○議員（３番　岡本　健三君）予算の説明のところで、余り執行部の方強調されなかった
んですけれども、今年度職員の方の数が、昨年度９７名だったのが１０２名というふうに
なっておりまして、５名ふえております。これは私、個人的には非常な快挙だと思いまし
て、なかなか正職員の方がふえないということで苦慮されておられたのが、ことし５名増
で１０２名になってるということで、非常に喜ばしいことだと私は捉えております。
　それで、まずお聞きしたいのは、この１０２名、これは正職員の方ですけれども、今度
臨時職員が新年度からは会計年度任用職員になるわけですが、会計年度任用職員の方を含
めた全体の陣容というか、人数をまず教えていただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）あくまでも令和２年度の予算ベースでお答えさせていただき
たいというふうに思いますけども、会計年度職員さん、今のところ予算ベースでは６４名
ということで、合わせまして１６６名という体制になろうかというふうに思っておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）わかりました。そうすると、恐らく昨年よりは少し増強さ
れた任用になっている、だと思います。役場の職員の方、非常にお忙しいというふうに、
残業も多いというようなこともお聞きしますので、ぜひ、できるだけ無理のない人員の配
置でしていただきたいのですけれども、それに当たりましてはできるだけ会計年度任用職
員でなく正職員の方を雇っていくのがよいと思うんですが、これは実際に雇うのは、さら
に雇うのは再来年度にはなると思うんですが、ただ募集行為自身は来年度にやると思うの
で、ちょっとお聞きしておきたいんですけれども、この正職員の方、定数条例があります
が、あと何名、定数条例で雇えるのかということをお聞きします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）定数条例によりますと、いわゆる役場、庁舎で勤務する職員
のほうを合計を足し上げますと１０４名ということになってまいります。これが条例上で
の定数いっぱいということになろうかと思います。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）足し合わせて１０４名はわかるんですけれども、これ部署
ごとに人数が書いてありますので、１０４名、あと２名は大丈夫なんでしょうか。この部
署ごとには関係なく、あと２名雇えるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）済みません。部署ごとの精査はできておりません。総枠でい
うとあと２名ということで、部署については配属に当たっての精査をさせていただくとい
うことにしたいというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）済みません。職員管理のことについて少し、町長もおられ
ますので質疑を行いたいと思いますけども、平成２６年に法の施行があったんですけど
も、３０年からいわゆる地方公務員法の改正であります。その主な中身としては、能力本
位の任用制度の確立、それから人事評価制度の導入、分限事由の明確化、そして等級別基
準職務表の導入ということなんですけども、今現在の状況、そして２年度に向かう取り組
みについての中で、今の人事評価、今というか２年度に向けて人事評価の状況はどうなっ
ていますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）日南町の役場の人事評価につきましては、人事院のほうから
も示された内容に沿うように改定を伴いながら、日南町としての人事評価制度を毎年度実
施をしております。内容としましては、基本それぞれの執務態度、能力というふうな内容
について５段階評価を全職員、これは４月以降、会計年度職員になられる方も今現在の方
も含めて既にやっております。評価とあわせて期中期末の２回にわたって面談も行うよう
にしておるとこでございます。人事院の示している人事評価の内容を確認しながら、それ
に沿った人事評価制度を実施をしております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。



○議員（９番　坪倉　勝幸君）人事評価はされとるということなんですけども、その評価
に基づいた任用、いわゆる昇任、降任、配置転換ということについて、具体的に町長人事
権の中であられるわけなんですが、そういった評価がきちんと反映されておるのでしょう
か。されようとしていますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）一定のルールの中でやってる部分もありますので、それに該当す
る方っていう方もおられます。また、評価ではないですが、例えば昨今の災害あたりの派
遣というようなこともあったりしますので、そういったところは別枠の中で、その他の中
で反映させていただいているっていう経過もあります。以上です。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）適正な人事評価とそれに照らし合わせた任用というのが求
められると思いますので、さらに徹底していただきたいと思いますし、総務課長の答弁の
中に評価の中で面談も行っているということでありますけども、この人事評価、任用制度
の確立という中で、やっぱり職員と管理者ですね、非評価者とのやっぱりコミュニケーシ
ョン、面談によってきちんとそれぞれの職員の能力を把握して、それに見合った配置を行
うっていうことが求められて、この法律の裏でそういった趣旨が求められておるわけです
けども、さらに取り組みを強めていただきたいんですけども、その人事能力、実績に基づ
く人事管理の徹底というところについて２年度への取り組みといいましょうか、決意とい
いましょうか、改めて伺っておきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）現の人事評価制度によって引き続きしっかりした人事管理を
やってまいりたいというふうに思っておりますし、これも以前からやっておりますけど
も、自己申告書という形で毎年町長宛てに本人さんの希望、例えば職務の希望であるとか
健康状態、そういったことも別途情報をいただきながら面談の中で活用したり、それこそ
任用がえあたりについて検討する資料としても活用させていただいております。現行の制
度を有効に使いながら、今後とも人事の運用につきましては進めてまいりたいというふう
に考えております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）これ総務課が直接どうなのかちょっとわからないんですけ
ども、鳥取県と日野郡３町の連携協約に基づいた活動がなされておりますけども、２年度
の取り組みについて、これ町長のほうがいいのかもしれませんが、連携協約に基づいて連
携した活動が計画されておると思いますが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）３町の連携の関係のお話がありましたけども、既にどういいまし
ょうか、部会的なところがありまして、例えば道路関係だとか福祉の部門だとか教育の部
分ももちろんそうですし、そういった今までのをやっておりますけれども、来年度につき
ましてはお話をさせていただいていますように、ふるさと教育っていうところの中で新し
く、現在その動きをさせていただいて、正式には新年度からっていう事業展開になろうっ
ていうふうに思っておりますので、そういったところが追加になっておりますし、御承知
のとおり、鳥獣被害の協議会あたりも以前からつくって活動していただいているっていう
ふうに思っておりますので、そういったところを引き続き次年度も事業展開を進めていき
たいというふうに思っております。
　また、病院の関係も、関連もあわせて今やらせていただいておりますので、そういった
展開が新たな３町連携の中で考えていきたいというふうに思ってます。
　あともう一つは、具体的にはなっておりませんけれども、施政方針にも書いてあります
が、特別地域の関係の事業あたりも少し勉強はする余地があるっていうふうに思っており
ますけれども、それが３町でできるのかできないのかっていうところは別として、少し勉
強しながらあるいは、というのがまだ３月の中で詳細が出てきてないっていうところがあ
るので、そういったところを加味しながらできる範囲の中で挑戦をしていきたいというふ
うに思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）先ほどの最後に言われた連携事業の中で、何地域って言わ
れました。
○町長（中村　英明君）特定地域です。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）特定地域づくりの新しい法律に基づく活動っていうこと
で。
○町長（中村　英明君）特定地域づくりの活動です。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）はい。わかりました。



○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）ふるさと納税で、施政方針に３，０００万ということで当
初予算を予定しているということでしたが、返礼品が１，２００万を予定されてましたよ
ね、支出を。ふるさと納税支出というものの利用料は、もちろんシステムなのでですけど
も、返礼品が約４割を占めるわけだけども、歳入いうか寄附額に対して、これはどういう
計算をしておられるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御存じのとおり、ふるさと納税の返礼品につきましては寄附
額の３割までということで国のほうから指針が出て定められております。こちらに載せて
おります１，２００万はおおよそ４割に当たる金額になりますけども、こちらについては
商品そのものプラス手数料であるとか郵送料を含んでお願いをするという形でほぼ４割ぐ
らいの予算を組ませていただいておるとこでございます。
○議長（山本　芳昭君）そうしますと、続きまして次に、企画課について質疑を許しま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）住民課について質疑を許します。どっち。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）企画課です。
○議長（山本　芳昭君）企画課、はい。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）また後でいいです。
○議長（山本　芳昭君）後で、はい。住民課、よろしいですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、福祉保健課について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、保育園について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、農業委員会について質疑を許します。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）農業委員会の会長さんには、きょう出席をいただいており
まして、若干の２年度に向かう取り組みについて質疑をさせていただきたいと思いますけ
れども、先ほどの令和元年度一般会計の質疑で近藤議員のほうからも質疑があったわけで
すけども、農業委員会の一つの大きな役割として担い手の農地集積というところがありま
す。人・農地プランなどの活動を通じてということでありますし、農地最適化推進委員の
活動が特に新法以降求められとるわけですけども、そこでやっぱり地域に推進委員なり農
業委員が出かけていって農家に直接お話をするという機会がもっと求められるではないか
と思いますけども、それは例えば、基盤強化法による利用集積の期限が来たときに事務局
のほうから耕作者と地主側にただ資料を、期限が切れますよという通知とともに再契約が
ありますかっていうことしか出てないんですよね。やっぱりそうしたときに、中間管理機
構を使いませんかとか、地域の担い手に集積しませんかっていう働きかけがないと、なか
なか農家の意識も変わっていかないと思うわけですけども、そこの辺の取り組みについて
どうお考えでありましょう。
○議長（山本　芳昭君）梅林農業委員会会長。
○農業委員会会長（梅林　　操君）令和元年度の目標と達成についての中の御質問と思い
ますけれども、令和元年度に集積目標といたしましては６８４ヘクタール掲げておりまし
た。そのうち新規に集積いたしましたのは、担い手育成機構を通しましたのが２７．４ヘ
クタール、それから基盤強化法で集積いたしましたのが１７．６ヘクタール、合わせて
４５ヘクタール集積いたしました。目標が４０ヘクタールでしたので達成しておると思っ
ておりますけれども、活動計画といたしまして農家の意向調査ということは上げておりま
すが、これは平成３１年度の２月に発行いたしました「いなほ」の中で農家の皆さん、そ
れから町民の皆さんに御報告しておるところでございます。
　一昨年また令和元年度は、各ほうへ農林課と振興局とともに出向き、話し合いをいたし
ました。特に認定農業者を中心にその地域の農業と地域農業についての話し合いを行いま
して、認定農業者のカバー範囲についても話し合ったところでございます。
　一例を申し上げますと、平成３０年度には阿毘縁校区では４回、山上校区では３回、そ
の他の校区につきましては１回ずつ行いました。令和元年度には多里校区は４回、それか
ら阿毘縁校区は７回、大宮校区は２回、石見校区は１回、人・農地プランについて、農地
最適化推進委員を中心にいたしまして、地域農業について話し合いを進めたところでござ
います。特に阿毘縁地域は、ほとんど毎月のように若い人を中心に話し合いを進めており
ますし、多里地域につきましても多くの話し合いを行っておるところでございます。参加



いたしまして感じたところでございますが、認定農業者の個人、法人につきましても高齢
化が進んでおりまして、その認定農業者でも飽和状態になっておる状況がうかがえたとこ
ろでございます。そのような、１１月には移動農地銀行等も行いまして、農家の皆さんに
来ていただきましてお話を伺ったり、その仲介役を務めさせていただいておるところでご
ざいます。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）２年度について同じような取り組みということで理解して
よろしいでしょうか。そういう状況の中で、先ほど会長もお話しになられましたけども、
認定農業者がもうかなり手いっぱいの状況になりつつある中で、もう一つの農業委員会の
活動の柱として、新規参入の促進というところがあります。近年、農業研修生を終わった
Ｉターンの方の新規就農なども、新規参入などもあっとりますけども、さらなる活動が求
められるということは御承知だと思いますので、これは意見として申し上げておきます
が、最後に遊休農地の扱いであります。
　遊休農地、毎年パトロールという形はされておりますけども、本当に全筆調査がされて
いない状況の中で活動方針についても非常に遊休農地の面積の捉え方が８．９ヘクタール
というようなことで、非常に少ないわけであります。本来、農地法で定める遊休農地とい
うのは、現に耕作されてない農地、そして周辺に比べて利用程度が著しく低い農地も遊休
農地と捉えるということがありますので、そこの辺の扱いについて、また遊休農地の解
消、拡大防止についての取り組みについて２年度どういう取り組みを考えておられますで
しょうか。
○議長（山本　芳昭君）梅林農業委員会会長。
○農業委員会会長（梅林　　操君）昨年も８月に農地パトロールを行いまして。
○議長（山本　芳昭君）済みません、マイクが入ってない。いいです。はい、お願いしま
す。
○農業委員会会長（梅林　　操君）失礼しました。昨年度も８月に農地パトロールを行い
まして、その結果は再生可能な農地が昨年よりふえまして１４ヘクタールになりました。
それから、再生不可能な農地でございますが、これが９０ヘクタールとなりましたんで、
昨年、一昨年よりかはふえてきておりますけれども、なかなかこれを少なくなる方向へ導
くのは難しいところはあります。農地として残していく農地を人・農地プランの中で話し
合いを進めまして、非農地化すべき農地は非農地化を進めていくようにしていきたいと考
えておるところでございます。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）非農地化を進めるということは、一つの手法として大事な
取り組みだと思っております。地籍調査が進んで、かなり現況、山林のところは山林にか
わりつつありますけども、ここで住民課も少し関連があるので伺っておきたいと思います
けども、いわゆる耕作放棄なり低利用の農地について、そのまま放置しておくと固定資産
税が１．８倍になるっていう制度がありますよね。これについて農業委員会の扱い、そし
て住民課の課税の扱いについて伺いたいと思います。同時に、中間管理機構を通すと固定
資産税が２分の１になるっていう制度もあるんですよね。ですんで基盤強化法でやるより
も、機構に出したほうが固定資産税の負担が少なくて済むということなんですが、そうい
う制度の周知並びに住民課での課税取り組みについてはどうされようとしてますか、現状
も含めて。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）初めに、先ほどの遊休農地といいますか、実際に耕作ができ
てない田畑につきましては、田畑の課税を要は率を上げるということもというところまで
は実際調査もできておりませんので、今は現況課税、いわゆる地目の課税で住民課として
は課税をさせていただいております。
　先ほど言われた中間管理機構等に出して２分の１等の減免という制度ですけれども、住
民課からそういったＰＲは実際にはできておりません。そういったことを取り組む、実際
は取り組んでおられる方も町内もおられますけれども、そういう取り組みをしてでも農地
の集積を図っていくということを、いわゆる内部でも検討しながら必要であればやっぱり
進めていく必要があるというふうには考えております。
○議長（山本　芳昭君）松本農業委員会局長。
○農業委員会事務局長（松本　道博君）まず課税の上げる件につきましては、農業委員会
としましてはなるべくそういった形の土地に該当しないように扱っているとこ、扱いいい
ますか指導させていただいているとこでございますし、また減免のほうですけれども、こ
ちらのほうにつきましては、周知のほうは農業委員会としてもしてないという状況ですの
で、これからしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。



○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）課税強化の扱いについてはならないような取り組みを、扱
いをしているということなんですけども、制度自体をわかっておられるのかなと思います
よね。遊休農地、耕作放棄地が出たときには、やっぱり農地パトロールのときに、この農
地はどうされますかっていう問いかけをされんといけんわけですよね。その上で機構に出
す意思があるかどうか、人に貸せる意思があるかどうかということを含めて確認をして、
機構に協議をされれば課税強化にはならないということなんですよね。
　だから、やっぱり農地パトロールのときにやっぱり各個人に意思の確認をされるという
ことが一番だと思いますし、先に住民課長が答弁されましたけども、農業委員会がそうい
ったここは課税強化の対象ですとか減免の対象ですという資料を出されんと、住民課での
把握っていうのは難しいと思いますし、遊休農地のことについてさらに２年度取り組んで
いただきたいと思っておりますし、もう一つは農地法２条の２、中間管理事業の法律がで
きたころにあわせて農地法の改正の中で出ておりますけども、農地の所有者あるいは権利
者は、農地として適切な利活用に努めなければならないというところの農家への周知あた
りについても２年度取り組まれたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）松本農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（松本　道博君）議員のおっしゃるとおり、農地の適正化につきま
しては、広報によりまして周知を図っていきたいというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）町長の施政方針の中に、農業委員会を中心として１０年後
の日南町農業のあり方について検討いただいておるということがありましたが、農業委員
会での検討状況、そして２年度の取り組み、計画づくりの期限等について、町長でもいい
んですが、農業委員会としてどういう取り組みを、計画をされておりますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には、もう既に始まっていただいているというふうに認識
しておりますし、先般の農業委員会の皆さんとの懇談の中でもいろいろ内容をけんけんが
くがくされているっていう話はお聞きしております。ただ、具体的な始まったばかりです
ので、内容的には把握しておりませんけれども、できるだけ早いうちにはお願いをしたい
というこちらの思いがありますけれども、農地だけではなく、農地っていうか農業全般だ
とか農村というところも含めて御検討いただきたいという私自身思っておりますので、そ
ういったことも含めて広い分野でお願いしたいと思ってますので、例えば中間でとかそう
いうやり方もあっていいのかなというふうに思っております。ただ、スケジュール感につ
きましては、ちょっとまだそこまでお話ししておりませんので、農業委員会の中で、もし
その辺があるようでしたら、お答えいただければというふうに思っております。ただ、私
の中で期限を切ってるっていうふうな状況ではないということはお伝えしておきたいと思
います。
○議長（山本　芳昭君）梅林農業委員会会長。
○農業委員会会長（梅林　　操君）昨日の町長の施政方針演説にもありましたが、１０年
後の日南町の農業を考える会、考えてくれという話がありました。私も平成３１年度の農
業委員会の申し込みの際に応募理由に掲げておりました、農家の高齢化が進む中で日南町
の農業の１０年後を考えることを記載させてもらっておりましたけれども、昨年１１月よ
り１０年後の日南町の農業を考える会を立ち上げまして、農地利用最適化推進委員を中心
として若い農業委員さん、推進委員さんで６名構成いたしまして、これまでに６回の会議
を重ねてまいっております。内容といたしましては、各団体機関に講演をいただきながら
やっておるわけでございますが、１１月には日野振興局の福本課長補佐、それから１２月
には鳥取県農業会議の倉益局長、それから１月にはＪＡ鳥取西部の大塚常務、２月には中
村町長にお願いしたところでございます。
　このような講演を聞きながら模索をしているところですが、大変難問題でして、いまだ
方向性は見出せない状態でありますが、やはり農地を守るということに特化いたします
と、米づくりになってくるわけでございまして、水稲で個人で経営いたしますと、やはり
最低でも１０ヘクタールぐらいの栽培面積でなくてはならないと思います。売り上げは、
そうしますと大体１，０００万円ぐらいな売り上げになりますが、農機具の減価償却や更
新を考えますと、やはり１５ヘクぐらいな耕作が最低面積となると考えられます。
　それから、日南町農地を守りながら水稲を行っていくということになりますと、水田の
再整備を行って全て大型機械で一番労力のかかる畦畔の刈り取り、草の刈り取りはトラク
ターのアタッチメント等をつけまして、周囲をぐるっと回って草刈りができるような再整
備をしないと、個人経営といいますか家族でやる農業形態に変えていかないとならないで
はないかとも思われます。



　売り上げの価格を重視しますと、日南町特産のトマトになりますが、夫婦２人で栽培を
仮定しますと３０アールが最大と考えられます。３０アールと申しますと５，７００本ぐ
らいな植えつけになりますが、そうして１０アール当たりの収量１０トン見込みますと、
７，５００ケース。売り上げ単価を１，３００円といたしますと、９７５万ぐらいな売り
上げになってまいります。これから選果料や苗代等々引きますと５５０万ぐらいの経費が
かかってきますので、初期投資、経費等を考えますと、なかなか難しい。まだこれ以上の
栽培をしないと難しい問題があると考えられます。
　そのほか、ネギ等も考えられますが、ネギ等も２人で栽培するといいますと４０アール
から５０アールぐらいの栽培面積が最大と考えられます。仮に４０アールで仮定します
と、生産量が３，０００ケース。単価１，０００円であれしますと、大体３００万の売り
上げになりますので、もろもろの経費が６０万かかりますので、なかなかこれでは生活が
難しいじゃないかと思っております。高齢化が進む中で日南町は、新規就農者、新規農業
者の参入の呼び込みと、兼業農家の支援策をもっと考えていくべきではないかと思われま
す。
　現在、農業を行っている我々が、将来の農業を引き継ぐ人たちへ夢を持って語れるよう
に現状打開を努力すべきと話し合っておるところでございます。ただいまのところ、この
ような考えのもとに１０年後の日南町農業の方向性を見出したいと考えていますので、早
い機会に集約して町長への答申としたいと考えておるところでございます。以上でござい
ます。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）ないようでしたら、次に農林課について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、建設課について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）次に、教育課について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）一般会計予算について質疑漏れはありませんか。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）済みません、農林課のところで少し伺っておきたいと思い
ますけども、山振施設としてゆきんこ村、イチイ荘、日南邑が３つありますけれども、そ
れぞれに設置目的に沿った運営が実際されていない。実際っていうか、されてない状況が
あります。それはもう時代の流れといいましょうか、現状仕方がないと思います。そん中
で、今いわゆる交流人口ですとか、観光ですとか、関係人口の強化が求められておる中
で、そういった施設を農林課の所管でなくて企画課に所管をして、人口増あるいは交流人
口、あるいは観光等に一体的な運用をされたほうがいいのではないかと、これ提案なんで
すけども、どうお考えでしょうか。（「そりゃ、町長だわい」と呼ぶ者あり）これは町
長。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）前段に言やあおかしいですが、設管条例あたりの目的あたり等の
当初の目的からは、若干異なってきている実態があるっていうのは承知をしております
が、御提案をいただきましたっていうところですけれども、ことし全体的に公共施設を整
理する中で、また一体的にそこの辺も含めて、御意見いただきましたので検討してみたい
というふうに思っておりますが、ただ企画課のボリューム的なところの全体量のことも加
味しながら、その辺は方向づけを御提案のあった内容も含めて、検討をしていきたいとい
うふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）そのほか、９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）あとね、林業一般管理のオロチへの原木支援でありますけ
ども、去年の予算審査のときにかなり経営が安定してきているので、対策事業のあり方に
ついて検討されたいということで、検討された結果が５月に５年間その制度延長というこ
とになったとは思いますけども、この間、議会に意見を出しておる状況の中で、議会にも
全く相談がなく決められとるんですよね。それに基づいて今年度当初予算も３，４００万
計上されております。昨年の３月議会でも一度振り返ってみて、あり方について検討すべ
きではないかという意見を出しました。それが５年間すっと延長をされていますが、この
辺の経緯並びに考え方について説明をいただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）もともとのスタートの目的は、５年間の中で一定の効果があるっ
ていうか、実績を踏まえて効果があったというふうに私自身は思っています。ただ、５年



が済んだ中で、前回との違いは木材の単価が上がってるっていうのが現状にありまして、
当初１期目の木材価格っていうのが７，８００円っていうプラス１，０００円の範囲でっ
ていう話の中の支援策の内容にしてきたっていうふうに思っておりますが、現在は少し上
がって１万何ぼに入ってるっていうのが実態にあります。ただ、それのアップ分が製品単
価に転嫁できてるかっていうとなかなか今は難しい状況にあるっていうふうに思っており
まして、林家の皆さんから言えば価格は上がっとりますので、それなりに効果があってる
っていうふうに、ごめんなさい、効果ではないですね。所得がふえてるっていうのはある
んだろうというふうには思っとりますが、オロチの会社的にいきますと以前より高い単価
で購入をしている。それが製品化になった段階で、売価のほうに取引の中でその分が含ま
れる、同額程度が含まれてるならそれなりにいいのかもしれませんが、なかなかそこら辺
が現実的に今、現時点では難しいかなというふうな思いがありますので、そういったこと
で、現在はさらなる５年間というのを今思っておるとこであります。ただ、どんどんどん
どん変わってくるっていう状況がありますので、そういった情報はしっかりとりながら本
当のあり方がいいのかっていうところは、常に考えて言っていきたいというふうに思って
おりますが、当面５年間ということでお願いをしたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）あと、企画課でありますけども、いわゆる観光協会の扱い
です。観光協会会長を町長がされておりまして、本当に日々の業務にどこまで携わってお
られるのかっていうところはありますけれども、その中で木下家のことについて、令和元
年度の計画の中で１年、元年度中に民泊施設として活用するかどうか方針を決定するとい
うことを示されておりましたけども、その決定の結論と２年度の対応についてどうお考え
でしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）最終的な締めを協会としてまだ出してないっていうのは現状であ
りまして、ただ方向性として民泊の泊っていうところを目指すべきだろうというふうには
思っております。
　ただ、目指すんですけれども、実現的な形というところが構築できていないっていうの
も現状にありますので、方向性はそういう方向性でやらせていただいて、現状はピンポイ
ント的な会場利用っていうような形で今はなっとりますけれども、できれば常設的なこと
にしていきたいというふうに思っとりますが、とはいいながらなかなか難しい課題ではあ
るっていうふうに思っとりますけれども、その辺の採算性も含めながら再度、方向的に
は、そういった農泊的な民泊的なところができればいいなというふうに思ってますし、ま
た職員のほうの資格的なところもありますので、そういったところも充実しながらやって
いきたいなというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）目指すべき方向について示されましたけど、本当具体的に
は厳しいところがあると思います。経営として成り立つかどうかということも含めて、慎
重に引き続き検討いただけると思っておりますが、もう一つは、観光協会事務局が企画課
の中に置かれております。観光協会の事務局長、そして若松鉱山とか、そういった特定の
取り組みについては、企画課の職員がその観光協会の事業を担当されるようになっており
ますが、これ一度、企画課と観光協会のかかわりについて、２年度に向けて整理されたが
いいと思います。観光振興事業２，７００万、各種団体の負担金は別として、観光振興事
業全て総額約２，７００万。全額、観光協会への委託であります。しながら実態として、
企画課の職員が一定程度かかわっておられるという状況もありますんで、そこを一度整理
をされたがいいと思いますし、やっぱりね、観光協会の事務局をやっぱり役場の外に一旦
出すべきなんじゃないかと思います。ぷららでも商工会でもあいとるところはあると思い
ますが、そうしないと本当、企画課の職員が観光事業にかなり手をとられておるという実
態があるんじゃないかと思います。本来、企画課が行うべき定住ですとか、起業への人の
呼び込みですとか、そういった他の企画全般のことについて、もっと集中できるような環
境を整えられるべきだと考えますが、いかがでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御指摘の内容ですが、実体的にはそれぞれが丸々ではないんです
が、２人の方が観光行政に携わっているっていうか観光協会も含めてですが、ということ
があります。ただ、今おっしゃられるように観光協会とすれば３人体制、あるいは若干の
委託的なところの内容もありますけれども、今エコツーだとかそういった形の新たなもの
の展開の中で、直接、観光協会っていうわけではないんですけども、そういった流れも今
構築中でありますので、そういう過程の中で今は動いてるっていうふうに思っております
ので、その辺の構築ができた段階では、おっしゃられるようにしっかりした形をとるって



いうこともありだなというふうには思ってますし、隣接地に机を並べて隣接におるという
形がどうなのかっていうところは、プラス・マイナスが両方があるんだろうというふうに
は思っておりますが、ただ将来的な目標として独立をするっていう方向の中で考え方を整
理してきておりますので、若干一遍に山を登るってことは難しいんだろうというふうに思
っておりますが、その方向の中で今進めさせていただいて考えておりますので、事務局を
別のところに配置するっていうことも一つのあり方かもしれませんけれども、その辺は決
めてるわけではないですので、また内部のほうで整理をさせていただきたいというふうに
思っております。
○議長（山本　芳昭君）以上で、一般会計に対する質疑を終了いたします。
　議案第３３号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計予算について質疑を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）国保は、国保運営協議会が賦課がされる前の５月ですか
ね、いつも開かれますけども、基本的に保険料は据え置くということを施政方針の中にも
何かあったような気がしますけども、確認させてもらってよろしいですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）施政方針といいますか、説明資料の中に各種料金を含めた据
え置くというところの説明があったと思います。ですので、国保もこれから運営協議会の
ほうを３月中に行いますけれども、その中でもそのような提案をさせていただきたいと思
っております。据え置くという提案をさせていただくということです。
○議長（山本　芳昭君）国民健康保険特別会計に対する質疑を終了いたします。
　議案第３４号、令和２年度日南町介護保険特別会計予算について質疑を許します。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）介護保険の関係で、国の予算で１１月の中ごろに、介護予
防で各自治会が頑張ってる自治会には倍の予算を与えるような新聞報道ございました。国
全体で２００億、それを倍の４００億にすると。言えば簡単に百歳体操やってるとか、い
ろんな活動をやってるとこに倍の支援をするという、今回予算が通ると思うんですが、そ
ういった情報でこの予算に反映されているのか、新たな事業が来たときにされるのか、そ
の辺の情報は入ってるでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）渡邊福祉保健課長。
○福祉保健課長（渡邊　輝紀君）このたびの予算につきまして、そのあたり加味してない
というような予算になっております。今の百歳体操につきましては、町内で盛んにしてい
ただいてるというところではございますが、先日も住民の集いというような形で集まらせ
ていただいて説明をさせていただいたんですが、やはり年数もたってきてそろえられる備
品のほうもそろってきたということで、やはり内部留保されている部分がかなりあるとい
うことで、そういった使い道も含めながら今後支援のほうを考えていきたいというふうに
思っております。
○議長（山本　芳昭君）介護保険特別会計に対する質疑を終了します。
　議案第３５号、令和２年度日南町介護サービス事業特別会計予算について質疑を許しま
す。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）せっかくの機会なので町長に伺いますが、さきに議決した
日南福祉会の指定管理のことで、当初予算には利用料として二千七百数十万、たしか組ん
でおられます。私はもうここ４年、５年に、足かけ５年になりますかね、減免、延長を含
めて。ですからこの際、本当に公設民営で安心して日南福祉会が経営が今は黒字、社会福
祉法人がどこまで黒字がもつかということもあるけども、本当に安心して経営ができるよ
うな環境を介護士の処遇改善も含めて進めるためにも、思い切って残金が約５億まだ福祉
会が負担しなければならない金額があるんですけども、全ての残高を減免するという決断
をそろそろ今の福祉会の決算状況を見てされたほうがいいと思うんですけども、どうでし
ょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御意見ありがとうございました。
　今回、今回いうか来年度の予算のほうにもコンサルタント料金の補助金っていう形をと
らせていただいております。令和の元年度の場合ですが、確かに今、地元というか中で、
福祉会の中でいろいろの自分の身を少しずつ削りながらあるいは有効なコンサルタント、
前期もやっていただいておりますので、そういった形での今、再構築の最中であります。
　ですからそういった意味で、来年度も同じようなコンサルタントを入れながら違う分野
の中で、改定をして実行しようという今動きがあっとりますので、そういったことを踏ま
えながら、今年度末の補正のほうで減額させてもらいましたけれども、ただその内容は確



かに少し赤字ではありますが、その赤字幅は少し狭まってる、小さくなってるっていう状
況に今なっております。そういった意味で収入のほうをおろさせてもらいましたけれど
も、方向性とすれば、できるだけ自立っていうところを目指すべきだろうというふうに私
は思ってますし、それが根本的に無理な状況っていうところが背景が明らかになれば、そ
れはその判断をさせてもらう時期が来るというふうに思っとりますが、現時点では、内部
で一生懸命その辺に向けて頑張ろうという動きが機運があってるという状況だというふう
に私は思っておりますので、説明資料の補助金のほうにも載せさせていただいております
が、自分たちもそういう努力をしておりますので、町としても一部は支援させていただく
ということの予算計上させてもらっとりますので、ちょっと意見の趣旨とは変わってきま
したけれども、改めて私のほうからもお願いをしたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）町長もかつては福祉会の施設長もされていた経過もあっ
て、あの当時は利用料も本当に少なかったんですよ。利子分とかいうことで、何年かは始
まって、施設本体の償還が始まってから１，５００万とか２，０００万円台になって、町
長が今副町長の時代も含めてからも９年、１０年になりますよね。あの当時施設長をされ
ておったときは、本当に利用料もほとんど少ない状況だったんです。今大変な状況の中
で、改めて今後の方向性も福祉会を交えてよく相談を進めてほしいというふうに考えま
す。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）いずれにしましても福祉会との連携っていいましょうか、意見交
換あるいは相談的なことも含めて、恒常的にやっていきたいというふうに思っております
ので、その中でまた将来的には判断をする時期が必要であれば、それらの段階で御説明を
させていただきたいというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）１点ですね、きのうＪ－クレジット基金のことについて質
疑をいたしましたが、２年度の基金の予定の表のところで、２年度当初残額は３５３万
８，０００円余り計上されていますが、これは元年度に積み立てられるということだろう
と思いますが、きのうの答弁の中で……。
○議長（山本　芳昭君）基金の話。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）基金。
○議長（山本　芳昭君）今は介護サービスの話。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）ごめんなさい。全体じゃなかったか。済みません。
○議長（山本　芳昭君）最後でお願いします。
　介護サービス事業特別会計に対する質疑を終了いたします。
　議案第３６号、令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を許しま
す。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終了します。
　議案第３７号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算について質
疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）再生可能エネルギー発電事業特別会計に対する質疑を終了しま
す。
　議案第３８号、令和２年度日南町簡易水道事業会計予算について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）簡易水道事業会計に対する質疑を終了します。
　議案第３９号、令和２年度日南町下水道事業会計予算について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）下水道事業会計に対する質疑を終了します。
　議案第４０号、令和２年度日南町病院事業会計予算について質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）病院事業会計に対する質疑を終了いたします。
　全体を通して質疑漏れありますか。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）お手つきをしまして申しわけございませんが、Ｊ－クレジ
ット基金の当初の３５３万８，０００円、これ元年度積み立てられたということになろう
と思いますが、きょう議決した補正予算にそういうところがなかったと思いますが、きの
うの坂本課長の答弁でも積み立てるところに至ってないということだったんですが、この



経過はどうなんですか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）済みません、きのう説明のほうで令和元年度のＪ－クレの販
売代金につきまして、まずは現年度で使わせていただいてという説明をさせていただきま
した。済みません、ちょっとここの３５０万の金額について、確認をさせてもらって再度
済みません、答弁をさせてやってください。
○議長（山本　芳昭君）いいですか。
　７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）参考資料の１４ページですけど、交付税と町債残高の推移
及び基金の残高の件ですけど、基本的には財政健全化指数では悪くはなっていないわけで
すけど、地方交付税が年々減ってくるとあわせて基金の残高が減っているということ、と
りわけ財政調整基金のほうの残高が減ってきているということ。これ長く今後見まして、
この状態というのがどのように町長は捉えておられるのか、今後またいろいろ検討してい
く課題が生じてくるのかどうなのかお伺いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御案内のように令和の２年度も財調から１億ちょっとの取り崩し
の予算を上げさせていただいているっていうふうに思っとりますけども、あわせて当然の
ことなら普通交付税を人口減っていう話の中で将来的には少なくなってくるっていうのは
当然理解しておりますし、ただやっぱり、投資も若干はしていくっていう内容によりけり
ですけども、その辺は精査していく必要があるというふうに思っとりますけども、いずれ
にしましても、よく決算時期に９月のときにも報告をさせていただいているっていうふう
に思っとりますが、その分野につきましては、当然予算化の中でチェックをしていく必要
があるっていうふうにはもちろん認識しとりますので、そういったところがこれからどう
いいましょうか、自治体としてのあり方の今までの日南町のあり方っていうところをやっ
ぱり堅持していくし、注視していきたいというふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）とりわけその中で、町債の残高が急激に伸びて、大型事業
されてその結果とは思ってはおりますけど、これのピークというのは何年ぐらいを大体想
定されておられるわけですか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）町債の今後の見込みにつきまして、ただいまちょっと手持ち
の資料を持って上がってございません。可能でありましたら、午後からの総務課の聞き取
りの中であわせて説明をさせていただければありがたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）済みません、先ほど坪倉議員、指摘のありました令和２年度
当初の残高というとこで、３５０万という金額が上がっているということですけども、済
みません、今年度９月補正のほうで３０年度の残額について今年度予算化させていただき
まして、積み立てる金額が３５０万というとこで補正をしておりましたので、そちらの金
額で今年度の来年度の当初で上がってくるＪ－クレの基金につきましては、３０年度の繰
り越し分ということで、積み立てをさせていただきたいというふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）福祉保健課の新規事業で、胃がん検診と合わせてピロリ菌
の検査を行うという新規事業があって、集団検診と個別検診と２通りあるわけですけど
も、日南病院は胃がん検診とピロリ菌検診をセットにした個別検診になると思いますけど
も、集団検診はほかの保健事業団がやっておられますので。外来をどの程度、胃がん検診
の内視鏡での検診を実際にやっておられるのかどうなのか、その点をお聞きしたいと思い
ますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）福家病院事務部長。
○病院事務部長（福家　寿樹君）今現在、週１回内視鏡の日にちを曜日を決めて、おおむ
ね６名枠、最大６名枠で推移しております。これで今んところは、大体受け入れの受容に
対しては対応はしておりますが、なお今後、必要であればもちろんその枠を広げる必要が
あるかと思いますので、状況次第で。ただ、執刀のされてます医師、これ全員ができるわ
けじゃございませんので、決められた医師が執刀してまいりますので、今のところちょっ
とそういうふうに週を日にちを限らせて実施させております。以上でございます。
○議長（山本　芳昭君）基金はよかったですか。基金のことはよかったですか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）まず、先ほどもちょっと最初にちょっとお聞きした職員の
ことなんですけれども、職員の方、正職員の方がふえてるということはいいんですが、臨



時職員から正職員の方への移行というのはどのくらい、今回進んだのか進んでないのかっ
ていうことをちょっと教えていただきたいんですけど。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）人数的な話は別として、とりあえず正規職員になるためには当然
試験を、西部の町村会を事務局とした実施するという試験がありますので、それを受けて
いただかないといけんていうのが正規職員の流れでありますので、今までも何人かおられ
るっていうふうには思っておりますし、職員の流れの中で以前退職が少し多かったという
時期があっとりまして、その挽回ではないんですけどもどう言いましょうか、実績ってい
うか合格者の中でうちが求めてる人数に合致すれば、採用できるだけはしていきたいとい
うような考え方は持っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）つまりは今回は、余り合格はしてないということなんです
かね、そしたら臨時職員の方は。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）実数は申し上げませんけども、実際にはおられますっていうこと
でしか報告はできないと思います。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）それで、正職員の方のふえるのは非常に好ましいことだと
思いますし、この先条例を超えてふえるかどうか、ふやすおつもりがあるかどうかとかっ
てことはちょっとわからないですけれども、できれば経験のある臨時職員の方をできるだ
け正職員に転換するということで、そういう何ていうか、試験に受かるというようなそう
いう研修というかそういうようなことはされているんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）予算に関係ない。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には自己研さんの部分だというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）一つ、昨年の９月議会で基金のことが、土木機械基金のこ
とを指摘があって、出産費の貸付基金については今回基金条例を廃止されたわけだけど
も、昨年の９月議会の決算監査のときにそういう意見が出てました。実際には今、土木建
設機械はもうほとんど過疎債で、もし必要ならば過疎債で対応されてるし、除雪の大型機
械とかもされているわけですから、この基金についても見直しをというふうな意見が出て
いたと思うんですけども、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）この件につきましては、監査委員さんのほうから御意見いた
だいたものとして、それぞれの基金について検討を担当課も含めてさせていただきまし
た。その中で建設機械の購入基金につきましては、今現在は過疎債を活用した購入が可能
であるという運用をしとりますけども、過疎債自体が時限立法であるということから、将
来的な保障がないというところで、基金は当面残すというふうな現在のところ結論を持っ
ております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）済みません、予算のことで。この会計年度任用職員の方
の、会計年度任用職員に変わったということで、予算参考資料の１２ページのところで、
かなり予算が膨らんでると思います。国のほうは、地方財政計画で全体で１，７００億円
のこの会計年度任用職員に対して、手当てをするというようなことを言ってると思うんで
すが、町としては国にどのくらいの額の要望を出しているのか、それで今のところ国から
はそれに対して回答があるのかないのかというようなことを教えてもらえないでしょう
か。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）会計年度任用職員制度の移行に伴って国に負担を求めるとい
う動きは確かに出ております。現在のところ具体的にまだ４月以降動いておりませんの
で、想定の数字としての調査はまだ入ってないというふうに思います。恐らく動き出して
から、それの実態を押さえながらということでのもし対応がしていただけるとすれば、そ
ういう動きになろうかというふうに考えておりますので、今後そういった調査が出てくる
かと考えております。
○議長（山本　芳昭君）確認ですか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）済みません、総務大臣は、自治体からの意見を聞いた上
で、その枠を決めたというようなことを言ってるんですが、日南町にはそういう問い合わ



せはなかったということですね。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）個別な金額等での調査はなかったかもしれませんが、もしか
すると県等が集約された採用予定であるとか、そういったところの数字を用いて試算をさ
れておる可能性はあるかもしれません。
○議長（山本　芳昭君）以上で、令和２年度予算関係９議案に対する質疑を終結いたしま
す。
　お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第３２号から議案第４０号までの
令和２年度予算関係９議案については、町長施政方針や行財政の運営上適切かどうか専門
的に調査・検討するために、予算審査特別委員会を設置して付託したいと思いますが、こ
れに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、令和２年度予算の各議案につい
ては、予算審査特別委員会を設置してこれに付託し、審査することに決定いたしました。
　予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、日南町議会委員会条例第６条第２項
の規定により議長が指名することになっており、委員会は私を除く議員９名で構成したい
と思います。
　ついては、特別委員会を開催され委員会条例第７条の規定により、委員長、副委員長を
互選していただきますようお取り計らい願います。
　また、３月２５日、最終の本会議には、委員長報告がなされるようお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２２　令和２年請願第１号　から　日程第２４　令和２年陳情第２号
○議長（山本　芳昭君）タブレット請願陳情ファイルをお開きください。
　日程第２２、令和２年請願第１号、所得税法第５６条の廃止を求める請願書。日程第
２３、令和２年陳情第１号、日南町木材団地の水源確保整備に関する要望書。日程第
２４、令和２年陳情第２号、日本政府は中東沖へ自衛隊派遣をすみやかに撤回するよう求
める意見書採択についての陳情書。
　以上、請願１件、陳情２件は、今期定例会までに受理した請願・陳情につき、１ページ
及び４ページの文書表のとおり、日南町議会会議規則第９２条及び第９５条の規定によ
り、所管の常任委員会に審査を付託しましたから報告いたします。
　ついては、今期定例会の会期中には審査を終了され、３月２５日、最終の本会議には委
員長報告がなされるようお取り計らい願います。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）本日の議事日程は全て終了しました。
　本日はこれをもって会議を閉じ、散会としたいと思いますが、これに御異議ありません
か。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定いたしました。
　３月１３日の本会議は、別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただきますよう
お願いします。
　長時間お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　午前１１時５２分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


